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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期

会計期間

自　2023年
　４月１日
至　2023年
　９月30日

自　2024年
　４月１日
至　2024年
　９月30日

自　2025年
　４月１日
至　2025年
　９月30日

自　2023年
　４月１日
至　2024年
　３月31日

自　2024年
　４月１日
至　2025年
　３月31日

売上高 （千円） 100,248 77,352 96,729 174,057 155,225

経常損失（△） （千円） △36,778 △75,923 △19,771 △48,320 △102,446

中間（当期）純損失（△） （千円） △37,046 △68,721 △39,422 △9,379 △426

持分法を適用した場合の投

資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000

発行済株式総数 （株） 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

純資産額 （千円） 125,666 84,611 113,484 153,333 152,907

総資産額 （千円） 308,791 307,225 308,718 251,099 841,769

１株当たり純資産額 （円） 13,962.99 9,401.32 12,609.37 17,037.09 16,989.70

１株当たり中間（当期）純

損失金額（△）
（円） △4,116.29 △7,635.77 △4,380.33 △1,042.19 △47.39

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 40.7 27.5 36.8 61.1 18.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △122,592 △171,600 △676,748 △264,793 △425,978

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △28,009 △5,905 △58,832 △93,127 △95,559

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 244,270 258,538 852,326 367,103 486,075

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高
（千円） 177,025 173,573 173,824 92,540 57,077

従業員数 （人） 47 48 51 48 47

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益は、持分法を適用すべき関連会社はなく、記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、１株当たり中間（当期）純損失金額であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

EDINET提出書類

のと鉄道株式会社(E04142)

半期報告書

 2/33



２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

2025年９月30日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

　鉄道事業 46

　国内旅行業 1

　物品販売業 4

　合計 51

（注）従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含む）であります。

 

(2）労働組合の状況

　労働組合は結成されておらず、労使関係については特に記載すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1）経営方針・経営戦略等

当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。

また、新たに定めた経営方針・経営戦略等はありません。

 

(2）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありませ

ん。

また、新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。

 

２【事業等のリスク】

　文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。

　なお、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況によるリスク

は、引き続き下記のとおり存在しております。

（将来にわたって事業活動を継続するとの前提に関する重要事象等）

　当社は、鉄道利用者の減少等により、営業損失が継続的に発生しております。また、営業活動によるキャッシュ・

フローは、前中間会計期間は171,600千円のマイナス、前事業年度は425,978千円のマイナス、当中間会計期間は

676,748千円のマイナスとなっております。

　当社は、当該状況を解消すべく、県外からの団体誘客及び地元住民への利用促進など自助努力を行うとともに、関

係自治体等から補助金等による支援を受けております。

　また、当面の資金繰りに関しましては、補助金の概算交付などにより、概ねの見通しは立っております。しかしな

がら、沿線人口の減少や令和６年能登半島地震による利用者の減少等により、今後も厳しい経営状況が予想されま

す。このことから、県や地元市町と緊密に連携し、利用促進策を講じるとともに、更なる効率化に取り組むなど経営

改善を行っていく必要があると認識しております。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

(1）経営成績等の状況の概要

　当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状

況の概要は次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

　①経営成績等の状況

当中間会計期間におけるわが国経済は、米国の通商政策等による影響が一部にみられたものの、雇用・所得環境の

改善による個人消費の持ち直しなどにより、緩やかな回復基調で推移しました。

一方で、当社の営業区間である能登地域においては、令和６年能登半島地震・奥能登豪雨以降、人口流出・減少が

加速しており、大変厳しい経営環境下にあります。

このような状況の中、当社は公共交通機関としての役割を果たすとともに、能登半島地震の風化防止や被災地の現

状と復興への歩みを伝えるため、震災語り部観光列車の運行を行ってまいりました。

当中間会計期間の営業収益は県外からの団体旅行客の増加、それに伴う物産館の利用増加などにより96,729千円

（前年同期比25.1％増）、営業損失は車両の大規模検査両数の減少などによる経費の減少に伴い、133,429千円（前

年同期比28.0％減）、経常損失は19,771千円（前年同期比74％減）となりました。

結果として、中間純損失は39,422千円（前年同期比42.6％減）の計上となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

　鉄道事業

鉄道事業は、地域住民の生活の足を支え、また地域内外との交流促進に不可欠な公共交通機関として、安全・安

定輸送を第一に、運行を行ってまいりました。震災語り部観光列車の運行による県外からの団体客利用の増加は

あったものの、少子化・人口減少などによる通学定期利用者の減少により、輸送人員は223千人（前年同期比1.4％

減）、営業収益は単価の高い団体旅行客の増加により、69,210千円（前年同期比31.6％増）、営業費は車両の大規

模修繕（法定検査）の検査両数の減少により、207,649千円（前年同期比14.9％減）となりました。

　この結果、営業損失は138,439千円（前年同期比27.7％減）となりました。

 

　国内旅行業

国内旅行業は、穴水駅内において営業しております。

国内旅行業は、令和６年能登半島地震などにより減少していた地域住民の旅行需要は回復途上であり、依然とし

て厳しい状況となっております。営業収益は1,726千円（前年同期比153.3％増）、営業費は2,534千円（前年同期

比30.7％増）となりました。

結果として営業損失は808千円（前年同期比35.7％減）となりました。

 

　物品販売業

　物品販売業は、穴水町物産館「四季彩々」の営業を行っております。

　震災語り部観光列車で訪れた方々の利用等により、営業収益は25,792千円（前年同期比7.2％増）、営業費は

19,974千円（前年同期比19.9％増）となりました。

　結果として、営業利益は5,818千円（前年同期比21.5％減）となりました。
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　②キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ116,746千円増

加し、当中間会計期間末には173,824千円（前年同期末は173,573千円）となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は676,748千円（前年同期は171,600千円の使用）となりました。

これは、主に減価償却費を除く営業損失130,487千円の計上及び災害損失の支払額613,146千円の計上によるもので

あります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は58,832千円（前年同期は5,905千円の使用）となりました。

これは、主に安全対策のための設備投資による支出59,638千円の計上によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果獲得した資金は852,326千円（前年同期は258,538千円の獲得）となりました。

これは、主に補助金の概算交付の受入によるものであります。

 

　③財政状態の分析

　財政状態の分析は前事業年度末との比較で記載しております。

　当中間会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ533,051千円減少し、308,718千円となりました。

（流動資産）

　流動資産は前事業年度末に比べ565,719千円減少し、242,883千円となりました。これは、主に当中間会計期間にお

いて補助金の概算受入額が増加し、未収金が減少したことにより、現金及び預金が増加したためであります。

（固定資産）

　固定資産は前事業年度末に比べ32,668千円増加し、65,835千円となりました。これは、主に安全対策のための設備

投資による建設仮勘定の計上による増加と減価償却による減少によるものであります。

（流動負債）

　流動負債は前事業年度末に比べ493,928千円減少し、183,985千円となりました。これは、主に補助金の概算受入に

よる前受金が増加し、未払金が減少したことによるものであります。

（固定負債）

　固定負債は前事業年度末に比べ300千円増加し、11,248千円となりました。これは、退職給付引当金の増加による

ものであります。

（純資産）

　純資産は前事業年度末に比べ39,422千円減少し、113,484千円となりました。これは、中間純損失の計上により利

益剰余金が39,422千円減少したことによるものであります。
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　④生産、受注及び販売の実績

ａ．鉄道事業の輸送実績

　当中間会計期間末における輸送実績は、次のとおりであります。

区分
前中間会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

営業日数 183日 183日

営業区間 七尾～穴水 七尾～穴水

営業キロ 33.1km 33.1km

延日キロ 6,057日キロ 6,057日キロ

輸送量 人員（人） 金額（千円） 人員（人） 金額（千円）
前年同期比
（％）

定期外 59,244 25,896 72,480 37,078 143.2

定期 167,520 25,237 151,140 24,462 96.9

通勤 26,100 6,071 29,940 7,176 118.2

通学 141,420 19,166 121,200 17,286 90.2

運輸雑収 － 1,465 － 7,669 523.4

計 226,764 52,599 223,620 69,210 131.6

　（注）前年同期比は、金額に対する比較であります。

 

ｂ．販売実績

　当中間会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当中間会計期間

（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

前年同期比（％）

鉄道事業（千円） 69,210 131.6

国内旅行業（千円） 1,726 253.3

物品販売業（千円） 25,792 107.2

合計（千円） 96,729 125.1

　（注）セグメント間の取引については、相殺消去しております。

 

EDINET提出書類

のと鉄道株式会社(E04142)

半期報告書

 7/33



(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

①重要な会計方針及び見積り

　当社の中間財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。な

お、個々の重要な会計方針及び見積りについては、「第５　経理の状況　１　中間財務諸表等　(1）中間財務諸表　

注記事項　重要な会計方針」に記載のとおりであります。

　また、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を与える可能性がある事象につきましては、「第２　事業の状

況　２　事業等のリスク」に記載のとおりであります。

 

②当中間会計期間の経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

　当社は、基幹事業である鉄道事業において、地域住民の生活の足を支え、また地域内外との交流促進に不可欠な公

共交通機関として、安全・安定輸送を第一に取り組むとともに、鉄道事業との相乗効果を図るべく国内旅行業、物品

販売業を行っております。

　当中間会計期間においては、令和６年能登半島地震の影響により、沿線人口の減少が加速している中、能登半島地

震の風化防止や被災地の現状と復興への歩みを伝えるため、震災語り部観光列車の運行を行ってまいりました。

　当該列車の運行などにより団体客が増加したことで、鉄道事業の営業収益は69,210円（前年同期比31.6％増）とな

りました。営業費においては、車両の大規模修繕（法定検査）の両数の減少等により、207,649千円（前年同期比

14.9％減）の計上となりました。結果として、鉄道事業の営業損失は138,439千円（前年同期比27.7％減）となりま

した。

　国内旅行業においても、能登半島地震などにより減少していた地域住民の旅行需要は回復途上であり、依然として

厳しい状況であり、営業収益は1,726千円（前年同期比153.3％増）、営業損失は808千円（前年同期比35.7％減）の

計上となりました。

　物品販売業においては、穴水駅に隣接する物産館「四季彩々」を営業しております。震災語り部観光列車や団体バ

スで訪れた方々の利用客の増加などにより、営業収益は25,792千円（前年同期比7.2％増）、営業費は19,974千円

（前年同期比19.9％増）、営業利益は5,818千円（前年同期比21.5％減）の計上となりました。

　当社全体としては、営業損失は133,429千円（前年同期比28.0％減）となり、依然として厳しい経営状況が続いて

おります。

　今後も、地域人口の減少、関連設備の老朽化対策や災害復旧工事など厳しい経営環境が続くと予想され、引き続

き、増収施策や経費の削減に取り組むなど、経営の安定化に努めてまいります。

 

③キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

　当社のキャッシュ・フローの状況は、基幹事業である鉄道事業において、継続的に多額の営業損失を計上し、営

業キャッシュ・フローはマイナスの状況が続いており、日々の売上のほか、関係自治体からの補助金等による支援

により資金繰りが成り立っている状況であります。

　当中間会計期間においては、地方公共団体等補助金として852,326千円を受け入れており、財務活動による

キャッシュ・フローとして計上しております。

　また、事業活動における運転資金需要の主なものは、鉄道事業に係る動力費や修繕費等、その他事業における商

品仕入れ、共通するものとして販売費及び一般管理費等の営業費があります。また、設備資金需要としては主に鉄

道事業における列車運行の安全確保を目的とした鉄道施設への設備投資であります。
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４【重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

５【研究開発活動】

　特記すべき事項はありません。

　なお、当中間会計期間において、研究開発費は発生しておりません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間会計期間において、前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,600

優先株式 400

計 20,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在
発行数（株）
（2025年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（2025年12月25日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,600 8,600 非上場

権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式（注１）で

あり、単元株制度は採用しており

ません。

優先株式 400 400 非上場
単元株制度は採用しておりません。

（注1,2,3,4,5）

計 9,000 9,000 － －

　（注）１．当社の株式は、取締役会の承認を得なければ譲渡できない旨を定款に定めております。

２．優先利益配当金

　当社は、優先株式を有する株主（以下「優先株主」という。）に対し、普通株式を有する株主に先立ち、

優先株式１株につき5,000円を超えない範囲で優先利益配当金を支払う。

３．議決権

　優先株主は、定時株主総会において議決権を有しない。ただし、剰余金の優先配当に係る議案が定時株主

総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会終結

の時より、配当を受ける旨の決議がある時までは、議決権を有する。

　なお、現在は優先株式の400株は配当の実績がないため、議決権が復活しております。

４．議決権を有しないこととしている理由

　会社設立にあたり、マイレール意識の向上を目的としたためであります。

５．会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2025年４月１日～

2025年９月30日
－ 9,000 － 450,000 － －

 

 

（５）【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

石川県 金沢市鞍月１丁目１番地 3,020 33.56

株式会社北國銀行 金沢市広岡２丁目12番６号 450 5.00

能登町 鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地１ 382 4.24

株式会社北陸銀行 富山市堤町通り１丁目２番26号 380 4.22

興能信用金庫 鳳珠郡能登町字宇出津ム字45番の１地 360 4.00

珠洲市 珠洲市上戸町北方１字６番地２ 270 3.00

穴水町 鳳珠郡穴水町川島ラの174番地 238 2.64

七尾市 七尾市袖ケ江町イ部25番地 220 2.44

のと共栄信用金庫 石川県七尾市桧物町35番地 220 2.44

珠洲商工会議所 珠洲市飯田町１丁目１番９号 200 2.22

計 － 5,740 63.78

（注）優先株式の議決権が復活しておりますので（「１(1）②発行済株式」の（注）の記載を参照）、議決権の有無に差

異はありません。

なお、議決権の復活の有無に関係なく、議決権の個数の多い順番は上記のとおりであります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2025年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 優先株式　　400 400

「１(1）②発行済株

式」の（注）の記載

を参照

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　8,600 8,600

「１(1）②発行済株

式」の（注）の記載

を参照

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 9,000 － －

総株主の議決権 － 9,000 －

 

②【自己株式等】

2025年９月30日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任役員

役職名 氏名 退任年月日

取締役 西　利章 2025年６月30日

常務取締役 小林　栄一 2025年７月31日

 

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性12名　女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について
　当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）並びに「鉄道事業会計規則」（昭和62年運輸省令第７号）に基づいて作成しておりま

す。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第３号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第４編の規定により第２種中間財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日

まで）の中間財務諸表について、北陸監査法人により中間監査を受けております。

 

３．中間連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当中間会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 57,077 173,824

未収運賃 2,847 14,452

未収金 625,305 5,988

未収消費税等 83,463 ※３ 6,253

棚卸資産 38,366 40,185

その他の流動資産 1,542 2,179

流動資産合計 808,603 242,883

固定資産   

鉄道事業固定資産 ※１,※２ 30,648 ※１,※２ 31,571

その他事業固定資産 218 213

計 30,866 31,784

建設仮勘定 － 31,750

投資その他の資産 2,300 2,300

固定資産合計 33,166 65,835

資産合計 841,769 308,718

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,604 5,350

未払金 651,253 33,669

未払費用 11,268 12,194

未払法人税等 2,558 2,096

預り連絡運賃 795 822

預り金 3,040 2,611

前受運賃 2,951 4,662

前受金 1,442 122,578

流動負債合計 677,914 183,985

固定負債   

退職給付引当金 7,387 7,688

資産除去債務 3,560 3,560

固定負債合計 10,947 11,248

負債合計 688,862 195,234

純資産の部   

株主資本   

資本金 450,000 450,000

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △297,092 △336,515

利益剰余金合計 △297,092 △336,515

株主資本合計 152,907 113,484

純資産合計 152,907 113,484

負債純資産合計 841,769 308,718
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②【中間損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

鉄道事業営業利益   

営業収益 52,599 69,210

営業費 ※４ 244,050 ※４ 207,649

鉄道事業営業損失（△） △191,451 △138,439

その他事業営業利益   

営業収益 24,752 27,519

営業費 ※４ 18,594 ※４ 22,509

その他事業営業利益 6,158 5,010

全事業営業損失（△） △185,292 △133,429

営業外収益 ※１ 109,368 ※１ 113,657

経常損失（△） △75,923 △19,771

特別利益 ※２ 13,167 ※２ 3,976

特別損失 ※３ 5,817 ※３ 23,360

税引前中間純損失（△） △68,573 △39,154

法人税、住民税及び事業税 148 268

法人税等合計 148 268

中間純損失（△） △68,721 △39,422
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

   (単位：千円)

 株主資本

純資産合計
 

資本金

利益剰余金

株主資本合計 その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

当期首残高 450,000 △296,666 153,333 153,333

当中間期変動額     

中間純損失（△）  △68,721 △68,721 △68,721

当中間期変動額合計 － △68,721 △68,721 △68,721

当中間期末残高 450,000 △365,388 84,611 84,611

 

当中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

   (単位：千円)

 株主資本

純資産合計
 

資本金

利益剰余金

株主資本合計 その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

当期首残高 450,000 △297,092 152,907 152,907

当中間期変動額     

中間純損失（△）  △39,422 △39,422 △39,422

当中間期変動額合計 － △39,422 △39,422 △39,422

当中間期末残高 450,000 △336,515 113,484 113,484
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純損失（△） △68,573 △39,154

減価償却費 3,230 2,942

受取利息及び受取配当金 △20 △464

地方公共団体等補助金 △116,986 △116,411

災害による損失 5,618 23,360

寄付金 △4,843 △376

売上債権の増減額（△は増加） △10,933 △9,709

棚卸資産の増減額（△は増加） △2,248 △1,973

未収入金の増減額（△は増加） 24,401 80,809

未払金の増減額（△は減少） 21,708 △4,049

その他 1,876 881

小計 △146,771 △64,146

利息及び配当金の受取額 20 464

法人税等の支払額 △536 △296

災害損失の支払額 △29,157 △613,146

寄付金の受取額 4,843 376

営業活動によるキャッシュ・フロー △171,600 △676,748

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,706 △59,638

差入保証金の回収による収入 1,000 －

有形固定資産の売却による収入 － 806

その他の支出 △199 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,905 △58,832

財務活動によるキャッシュ・フロー   

地方公共団体等補助金の受入による収入 258,538 852,326

財務活動によるキャッシュ・フロー 258,538 852,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 81,032 116,746

現金及び現金同等物の期首残高 92,540 57,077

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 173,573 ※ 173,824
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。

(2）棚卸資産

　評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用して

おります。

　商品・・・・最終仕入原価法

　貯蔵品・・・最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　鉄道事業用車両

　　定額法を採用しております。

　上記以外の有形固定資産

　定率法及び取替法を採用しております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 10～65年

車両 ２～11年

機械装置 ９年

構築物 ５～32年

工具・器具・備品 ２～14年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

３．引当金の計上基準

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己

都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

４．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①鉄道事業における乗車券類

　鉄道事業においては、旅客運送のため、主に普通乗車券及び定期乗車券を販売しております。普通乗

車券については顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。また、定期乗車券については有効開

始日から履行義務が開始されることから、有効開始日を基準とした期間計算に基づき収益を認識してお

ります。

②代理人取引にかかる収益認識

　物品販売業における商品販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事

者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識

しております。

５．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　中間キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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６．工事負担金等の会計処理

　鉄道事業における保安度向上のための工事等を行うにあたり、国及び地方公共団体等により工事費の一

部及び全額について工事負担金等を受けております。

　これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直

接減額しております。

　なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を地方公共団体等補助金として特別利益に計上する

とともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しておりま

す。

 

（追加情報）

（令和６年能登半島地震の影響）

　2024年１月１日に発生しました能登半島地震の影響により、当社施設を含む地域全体が甚大な被害を受けまし

た。当社においては、2024年４月６日に全線での鉄道運行を再開したものの、直接運行にかかわらない施設の復旧

については、当事業年度において施工する予定であります。

　また、2005年４月１日で廃止した能登線についても、地震の影響を受けており、第三者に被害が及ぶ可能性のあ

る施設について、順次、撤去等を行っております。

　当社における資金繰りの検討においては、この地震による影響が一定程度継続するという仮定のもと、資金繰り

計画を作成しております。また、復旧費等についても可能な限り国庫補助金等を活用する予定であります。
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（中間貸借対照表関係）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（2025年３月31日）

当中間会計期間
（2025年９月30日）

259,326千円 262,238千円

 

※２．国庫補助金等により固定資産の取得価額から控除されている圧縮記帳累計額

前事業年度
（2025年３月31日）

当中間会計期間
（2025年９月30日）

2,476,591千円 2,476,591千円

 

※３．消費税等の取扱い

 　当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動資産の「未収消費税

等」に表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

※１．営業外収益のうち主要なもの

 
前中間会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

受取利息 18千円 462千円

運賃差額補填金 164 165

安全運行補助金 103,662 107,811

誘客費補助金 5,000 5,000

　安全運行補助金は、石川県、七尾市及び穴水町の、のと鉄道安全運行維持対策費補助金であり、ＪＲ西

日本に支払う線路使用料等相当分及び施設維持経費等の一部であります。また、のと鉄道運営助成基金事

務組合より、安全運行対策費補助金として、車両修繕経費等経費相当額の補助を受けております。

　誘客費補助金は、公益財団法人奥能登開発公社からの、能登地域への観光誘客事業に関する経費等に対

する補助金等であります。

 

※２．特別利益の内容は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

代行バス運行支援事業補助金 8,324千円 －千円

地域公共交通等運行維持特別支援金 － 3,600

寄付金収入 4,843 376

 

※３．特別損失の内容は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

災害による損失（代行バス、復旧費等） 5,618千円 23,360千円

能登線雑木伐採 199 －

固定資産除却損 0 －

 

※４．減価償却実施額

 
前中間会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

有形固定資産 3,200千円 2,912千円

無形固定資産 30 30
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 8,600 － － 8,600

優先株式 400 － － 400

合計 9,000 － － 9,000

自己株式 － － － －

合計 － － － －

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 8,600 － － 8,600

優先株式 400 － － 400

合計 9,000 － － 9,000

自己株式 － － － －

合計 － － － －

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

のと鉄道株式会社(E04142)

半期報告書

22/33



（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前中間会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

現金及び預金勘定 173,573千円 173,824千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 173,573 173,824

 

 

（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

　「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に

近似するものであることから、記載を省略しております。

　「未収運賃」、「未収金」、「未収消費税等」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「預り

連絡運賃」及び「預り金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、記載を省略しております。また、中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）の重要性が乏しい科目

ついては記載を省略しております。

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち中間貸借対照表（貸借対照表）に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

期首残高 3,560千円 3,560千円

時の経過による調整額 － －

中間期末（期末）残高 3,560 3,560

 

（賃貸等不動産関係）

　賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び中間貸借対照表日における時価に、前事業年度の末日に比して著

しい変動が認められないため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間会計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年９月30日）

（単位：千円）

 

報告セグメント

合計鉄道事業
国内旅行業 物品販売業

定期外 定期 その他

顧客との契約

から生じる収益
25,896 25,237 1,465 681 24,071 77,352

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への

売上高
25,896 25,237 1,465 681 24,071 77,352

 

当中間会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）

（単位：千円）

 

報告セグメント

合計鉄道事業
国内旅行業 物品販売業

定期外 定期 その他

顧客との契約

から生じる収益
37,078 24,462 7,669 1,726 25,792 96,729

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への

売上高
37,078 24,462 7,669 1,726 25,792 96,729

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

①鉄道事業

　定期乗車券については、有効開始日から履行義務が開始されることから、有効開始日を基準とした期間計算

に基づき収益を認識しております。

②物品販売業

　商品販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に

受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期

間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に

関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

 

前事業年度 当中間会計期間

期首

（2024年４月１日）

期末

（2025年３月31日）

期首

（2025年４月１日）

期末

（2025年９月30日）

顧客との契約から

生じた債権
5,165千円 7,140千円 7,140千円 7,037千円

契約資産 － － － －

契約負債 2,710 2,951 2,951 4,662

（注）１．顧客との契約から生じた債権は、（中間）貸借対照表の「未収運賃」及び「未収金」に含めており

ます。

２．契約負債は、定期乗車券の未経過運賃相当額であり、（中間）貸借対照表では「前受運賃」として

表示しております。

 

(2)残存履行義務に配分した取引価格

　当社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超える重要

な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価

の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社の報告セグメントの「鉄道事業」は鉄道による旅客運送事業であります。「国内旅行業」は穴水駅

で営業しております。「物品販売業」は、穴水町から委託を受けた物産館「四季彩々」の営業でありま

す。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一であり

ます。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

      （単位：千円）

 報告セグメント

合計
調整額

（注）１

中間財務諸表

計上額

（注）２
 鉄道事業 国内旅行業 物品販売業 計

売上高        

外部顧客への売上高 52,599 681 24,071 77,352 77,352 － 77,352

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － － －

計 52,599 681 24,071 77,352 77,352 － 77,352

セグメント利益又は損失（△） △191,451 △1,257 7,416 △185,292 △185,292 － △185,292

セグメント資産 115,152 3,427 2,774 121,354 121,354 185,870 307,225

その他の項目        

減価償却費 3,225 5 － 3,230 3,230 － 3,230

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額
35,459 － － 35,459 35,459 － 35,459

（注）１．セグメント資産の調整額185,870千円は、主に運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産等であり

ます。

２．セグメント利益又は損失（△）は、中間財務諸表の営業損失と一致しております。
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当中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

      （単位：千円）

 報告セグメント

合計
調整額

（注）１

中間財務諸表

計上額

（注）２
 鉄道事業 国内旅行業 物品販売業 計

売上高        

外部顧客への売上高 69,210 1,726 25,792 96,729 96,729 － 96,729

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － － －

計 69,210 1,726 25,792 96,729 96,729 － 96,729

セグメント利益又は損失（△） △138,439 △808 5,818 △133,429 △133,429 － △133,429

セグメント資産 118,535 3,401 4,852 126,787 126,787 181,931 308,718

その他の項目        

減価償却費 2,936 5 － 2,942 2,942 － 2,942

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額
35,610 － － 35,610 35,610 － 35,610

（注）１．セグメント資産の調整額181,931千円は、主に運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産等であり

ます。

２．セグメント利益又は損失（△）は、中間財務諸表の営業損失と一致しております。

 

【関連情報】

前中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）
 

 定期外運賃 定期運賃 運輸雑収 合計

鉄道事業の外部顧客への売上高 25,896 25,237 1,465 52,599

 

（単位：千円）
 

 国内旅行業 物品販売業

国内旅行業及び物品販売業の外部顧客への売上高 681 24,071

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　外部顧客への売上高は本邦のみであります。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産以外の有形固定資産はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。
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当中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）
 

 定期外運賃 定期運賃 運輸雑収 合計

鉄道事業の外部顧客への売上高 37,078 24,462 7,669 69,210

 

（単位：千円）
 

 国内旅行業 物品販売業

国内旅行業及び物品販売業の外部顧客への売上高 1,726 25,792

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　外部顧客への売上高は本邦のみであります。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産以外の有形固定資産はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

該当事項はありません。

 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

該当事項はありません。

 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当中間会計期間
（2025年９月30日）

(1）１株当たり純資産額 16,989.70円 12,609.37円

（算定上の基礎）   

純資産の部の合計額（千円） 152,907 113,484

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
152,907 113,484

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
9,000 9,000

 

 
前中間会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

(2）１株当たり中間純損失金額 7,635.77円 4,380.33円

（算定上の基礎）   

中間純損失金額（千円） 68,721 39,422

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純損失金額（千円） 68,721 39,422

普通株式の期中平均株式数（株） 9,000 9,000

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失金額であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第38期）（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）2025年６月27日に北陸財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

  2025年12月25日

のと鉄道株式会社   

 

 取締役会　御中  

 

 北陸監査法人

石川県金沢市

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 坂下　清司　　印

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 松原　伯武　　印

 

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるのと鉄道株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第39期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から

2025年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、

中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、のと鉄道株式会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2025年４月１日から

2025年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集

計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省

略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手

続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連

する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に

対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠

に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎

となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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